
告 示

〇家畜伝染病検査の命令………………………………………………………（畜産振興課） ４５

〇土地改良区の定款の変更の認可………………………………………（農業施設管理課） ４５

〇道営土地改良事業変更計画の決定……………………………………（農業施設管理課） ４５

〇農林水産大臣権限に係る保安林の指定の予定…………………………………（治山課） ４５

〇知事権限に係る保安林の指定の解除の予定……………………………………（治山課） ４６

〇知事権限に係る保安林の指定の解除……………………………………………（治山課） ４６

〇知事権限に係る保安林の指定施業要件の変更の予定…………………………（治山課） ４６

〇知事権限に係る保安林の指定施業要件の変更…………………………………（治山課） ４６

〇農林水産大臣権限に係る保安林の指定施業要件の変更の予定………………（治山課） ４７

〇道路の区域の変更及び供用の開始………………………………………………（道路課） ４７

総合振興局告示及び振興局告示

〇特定調達契約に係る入札の公告（３件）…………………………………………………… ４８

告 示

北海道告示第５９３号

家畜伝染病予防法（昭和２６年法律第１６６号）第５条第１項の規定により、次のとおり当該

牛の所有者に対し、当該牛について、牛のヨーネ病の予防のための検査を受けることを命ず

る。

平成２３年９月２７日

北海道知事 高 橋 はるみ

１ 実 施 の 目 的

牛のヨーネ病の発生予防のため

２ 実施する区域の市町村名及び実施の期日

実施する区域の 実 施 の 期 日
市 町 村 名 （当該期間において所轄家畜保健衛生所長の定める日）

北 広 島 市 平成２３年１０月３１日から１２月９日まで

３ 実施の対象となる家畜の種類及び範囲

実施する区域内で繁殖の用に供する肉用雌牛。ただし、生後２４か月未満のもの及び家畜
伝染病予防法に基づく牛のヨーネ病のまん延防止対策を講じている農場に飼養されている
ものを除く。
４ 実 施 の 方 法
� 検査は、所轄家畜保健衛生所長が指定する日時及び場所で家畜防疫員が行う。
� 検査は、家畜伝染病予防法施行規則（昭和２６年農林省令第３５号）第９条に定める方法
による。

北海道告示第５９４号

土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第３０条第２項の規定により、平成２３年９月１４日、深
川土地改良区の定款の変更を認可した。
平成２３年９月２７日

北海道知事 高 橋 はるみ

北海道告示第５９５号

土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第８７条の３第１項の規定により、道営土地改良（共
きよ

和地区経営体育成基盤整備［面的集積型］（農業用用排水施設、暗渠排水、区画整理））事
業の土地改良事業変更計画を定めた。
その関係書類は、北海道上川総合振興局に備え置いて、平成２３年９月２８日から２０日間、一
般の縦覧に供する。
平成２３年９月２７日

北海道知事 高 橋 はるみ

北海道告示第５９６号

農林水産大臣から、次のように保安林を指定する予定である旨、森林法（昭和２６年法律第
２４９号）第２９条の規定による通知があった。

平成２３年９月２７日
北海道知事 高 橋 はるみ

１ 保安林予定森林の所在場所 爾志郡乙部町字館浦５２８の２（次の図に示す部分に限
る。）

２ 指 定 の 目 的 土砂の崩壊の防備
３ 指 定 施 業 要 件
� 立 木 の 伐 採 の 方 法
ア 主伐は、択伐による。
イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町
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村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

� 立 木 の 伐 採 の 限 度 次のとおりとする。
（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を北海道水産林務部
林務局治山課及び乙部町役場に備え置いて縦覧に供する。）

北海道告示第５９７号

森林法（昭和２６年法律第２４９号）第２６条の２第２項の規定により、次のように保安林の指
定を解除する予定である。
平成２３年９月２７日

北海道知事 高 橋 はるみ
１ 解除予定保安林の所在場所 勇払郡厚真町字幌内３７３の１（次の図に示す部分に限

る。）、３７３の２
２ 保安林として指定された目的 水源のかん養
３ 解 除 の 理 由 道路用地とするため
（「次の図」は、省略し、その図面を北海道胆振総合振興局産業振興部林務課及び厚真町
役場に備え置いて縦覧に供する。）

北海道告示第５９８号

森林法（昭和２６年法律第２４９号）第２６条の２第２項の規定により、次のように保安林の指
定を解除する。
平成２３年９月２７日

北海道知事 高 橋 はるみ
１ 解除に係る保安林の所在場所 網走郡大空町東藻琴明生５２５の１・５２５の３・５２５の５

（以上３筆について次の図に示す部分に限る。）、５２５
の２

２ 保安林として指定された目的 風害の防備
３ 解 除 の 理 由 道路用地とするため
（「次の図」は、省略し、その図面を北海道オホーツク総合振興局産業振興部林務課及び
大空町役場に備え置いて縦覧に供する。）

北海道告示第５９９号

森林法（昭和２６年法律第２４９号）第３３条の２の規定により、次のように保安林の指定施業
要件を変更する予定である。
平成２３年９月２７日

北海道知事 高 橋 はるみ
１� 指定施業要件変更予定保安林

の所在場所
山越郡長万部町（次の図に示す部分に限る。）

� 保安林として指定された目的 飛砂の防備
� 変 更 後 の 指 定 施 業 要 件
ア 立 木 の 伐 採 の 方 法
� 主伐は、択伐による。
� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市
町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。

	 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
イ 立 木 の 伐 採 の 限 度 次のとおりとする。

２� 指定施業要件変更予定保安林
の所在場所

広尾郡大樹町（次の図に示す部分に限る。）

� 保安林として指定された目的 風害の防備
� 変 更 後 の 指 定 施 業 要 件
ア 立 木 の 伐 採 の 方 法
� 主伐に係る伐採種は、定めない。
� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市
町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。

	 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
イ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を関係総合振興局産
業振興部林務課及び関係町役場に備え置いて縦覧に供する。）

北海道告示第６００号

森林法（昭和２６年法律第２４９号）第３３条の２の規定により、次のように保安林の指定施業
要件を変更する。
平成２３年９月２７日

北海道知事 高 橋 はるみ
１ 指定施業要件の変更に係る保
安林の所在場所

積丹郡積丹町（次の図に示す部分に限る。）

２ 保安林として指定された目的 水源のかん養
３ 変 更 後 の 指 定 施 業 要 件
� 立 木 の 伐 採 の 方 法
ア 主伐に係る伐採種は、定めない。
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イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

� 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を北海道後志総合振
興局産業振興部林務課及び積丹町役場に備え置いて縦覧に供する。）

北海道告示第６０１号

農林水産大臣から、次のように保安林の指定施業要件を変更する予定である旨、森林法
（昭和２６年法律第２４９号）第３３条の３において準用する同法第２９条の規定による通知があっ
た。
平成２３年９月２７日

北海道知事 高 橋 はるみ
１� 指定施業要件変更予定保安林

の所在場所
積丹郡積丹町・雨竜郡幌加内町（以上２町国有林。
次の図に示す部分に限る。）、幌加内町・美唄市・樺
戸郡新十津川町・寿都郡黒松内町・爾志郡乙部町・中
川郡美深町（以上１市５町について次の図に示す部分
に限る。）

� 保安林として指定された目的 水源のかん養
� 変 更 後 の 指 定 施 業 要 件
ア 立 木 の 伐 採 の 方 法
� 次の森林については、主伐は、択伐による。
乙部町・美深町（以上２町について次の図に示す部分に限る。）

� その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
	 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市
町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。


 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
イ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。

２� 指定施業要件変更予定保安林
の所在場所

夕張市・爾志郡乙部町（以上１市１町について次の
図に示す部分に限る。）

� 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備
� 変 更 後 の 指 定 施 業 要 件
ア 立 木 の 伐 採 の 方 法
� 次の森林については、主伐に係る伐採を禁止する。
夕張市（次の図に示す部分に限る。）

� 次の森林については、主伐は、択伐による。

夕張市（次の図に示す部分に限る。）、乙部町

	 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。


 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市

町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。

３� 指定施業要件変更予定保安林
の所在場所

礼文郡礼文町（国有林。次の図に示す部分に限

る。）、夕張市（次の図に示す部分に限る。）

� 保安林として指定された目的 土砂の崩壊の防備

� 変 更 後 の 指 定 施 業 要 件

ア 立 木 の 伐 採 の 方 法

� 主伐は、択伐による。

� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市

町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。

	 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立 木 の 伐 採 の 限 度 次のとおりとする。

（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を北海道水産林務部

林務局治山課並びに関係市役所及び関係町役場に備え置いて縦覧に供する。）

北海道告示第６０２号

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定により、道路の区域を次のとおり変

更し、同条第２項の規定により道路の供用を開始する。

その関係図面は、北海道建設部土木局道路課及び北海道宗谷総合振興局稚内建設管理部に

備え置いて、告示の日から２週間、一般の縦覧に供する。

平成２３年９月２７日

北海道知事 高 橋 はるみ

１ 道路の種類 道道

２ 路 線 名 稚内猿払線

３ 道路の区域

区 間 変更前後の別 敷地の幅員 延 長 国道等との重複区間

稚内市大字宗谷村字増幌９５３番１地先から 前 ７．２８�から ６５０．９２� ――同市大字宗谷村字増幌８３３番１地先まで ３２．５０�まで

後 １８．００�から ６５６．４７� ――３２．８６�まで
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総 合 振 興 局 告 示 及 び
振 興 局 告 示

北海道後志総合振興局告示第３９号

次のとおり一般競争入札（以下「入札」という。）を実施する。
なお、この入札に係る調達は、１９９４年４月１５日マラケシュで作成された政府調達に関する
協定の適用を受ける。
平成２３年９月２７日

北海道後志総合振興局長 神 耐 三
１ 入札に付する事項
� 調達をする物品等の名称及び数量
ロ－タリ除雪車（２．６�・３，４００ｔ／ｈ級） １台
（交換契約によりロ－タリ除雪車（２５０ＰＳ級）１台を契約の相手方に供し、ロ－タ
リ除雪車１台を契約の相手方から調達する。）

� 調達をする物品等の仕様等 入札説明書による。
� 納 入 期 限 平成２４年３月２６日（月）
 納 入 場 所 入札説明書による。
２ 入札に参加する者に必要な資格
次のいずれにも該当すること。

� 平成２３年北海道告示第７号に規定する物品の購入の資格を有すること。
� 道が行う指名競争入札に関する指名を停止されていないこと。
� 暴力団関係事業者等であることにより、道が行う競争入札への参加を除外されていな
いこと。

 当該調達物品に係る技術及び設備を有していることを証明した者であること。
� 当該調達物品又はこれと同等の類似品に係る相当数の納入（製造）実績があることを
証明した者であること。

� 当該調達物品に関し、迅速なアフタ－サ－ビス・メンテナンスの体制が整備されてい
ることを証明した者であること。

� この入札に参加を希望する者が、商法（明治３２年法律第４８号）第２７条又は会社法（平
成１７年法律第８６号）第１６条の代理商の場合は、代理商契約を証明する書類を添付した者
であること。

３ 条件付一般競争入札参加資格の審査
� この入札は、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の５の２の規定によ
る条件付一般競争入札であるので、入札に参加しようとする者は、アからウまでに定め
るところにより、２のから�までに掲げる資格を有するかどうかの審査を申請しなけ

ればならない。
ア 申 請 の 時 期 平成２３年９月２７日から１０月１１日まで（日曜日、土曜日及び国

民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休
日を除く。）の毎日午前９時から午後５時まで

イ 申 請 の 方 法 申請書類の提出先の指示により作成した申請書類を提出しな
ければならない。

ウ 申請書類の提出先 郵便番号０４７－８６３９ 小�市奥沢１丁目２１番１号
北海道後志総合振興局小�建設管理部建設行政室建設行政課

� 審査を行ったときは、審査結果を申請者に通知する。
４ 契約条項を示す場所
北海道後志総合振興局小�建設管理部建設行政室建設行政課

５ 入札執行の場所及び日時
� 入 札 場 所 小�市奥沢１丁目２１番１号 北海道後志総合振興局小�建設

管理部３階小会議室（送付による場合は、郵便番号０４７－８６３９
小�市奥沢１丁目２１番１号 北海道後志総合振興局小�建設管
理部建設行政室建設行政課）

� 入 札 日 時 平成２３年１０月２４日 午後１時３０分（送付による場合は、同月
２１日までに必着）

� 開 札 場 所 �に同じ。
 開 札 日 時 �に同じ。
６ 入 札 保 証 金
平成１６年北海道告示第４４８号の１の�による。

７ 入札説明書の交付に関する事項
� 交 付 場 所 ４に同じ。
� 交 付 方 法 �の場所で交付する。

なお、郵送による交付を希望する場合は、Ａ４判用紙が入る
返信用封筒（宛先を明記したもの）及び重量１９０グラムに見合
う郵便料金に相当する郵便切手又は国際返信切手券を添えて、
契約に関する事務を担当する組織に申し込むこと。
また、北海道 の ホ－ム ペ－ジ（http : //www.shiribeshi.pref.

hokkaido.lg.jp/kk/okk/）からダウンロ－ドすることができる。
８ 落札者の決定方法及び契約書作成の要否
平成１６年北海道告示第４４８号の２の�のア及び３の�による。

９ 落札者と契約の締結を行わない場合
落札者が暴力団関係事業者等であることにより道が行う公共事業等から除外する措置を
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講じることとされた場合は、当該落札者とは契約の締結を行わない。
１０ そ の 他

平成１６年北海道告示第４４８号の４の�、�から�まで及び�から�までによるほか、次
による。
契約に関する事務を担当する組織の名称及び所在地

� 名 称 北海道後志総合振興局小�建設管理部建設行政室建設行政課
� 所 在 地 郵便番号０４７－８６３９ 小�市奥沢１丁目２１番１号

電話番号０１３４－２５－２１４２
１１ Summary

Ａ Nature and quantity of the products to be procured :

Rotary Snow Remover (length 2.6 meters / 3,400 tons class) Quantity 1

Ｂ Bid tendering date and time : 1 : 30 P.M., October 24, 2011

(If mailed, bids must arrive no later than October 21, 2011)

Ｃ Contact : Constructional Administation Division, Office of Constructional Administration,

Otaru Department of Public Works Management, Shiribeshi General Subprefectural Bureau,

Hokkaido Government, 21-1, Okusawa 1-chome, Otaru 047-8639 Japan

Phone : 0134-25-2142

北海道渡島総合振興局告示第９９号

次のとおり一般競争入札（以下「入札」という。）を実施する。
なお、この入札に係る調達は、１９９４年４月１５日にマラケシュで作成された政府調達に関す
る協定の適用を受ける。
平成２３年９月２７日

北海道渡島総合振興局長 永 井 正 博
１ 入札に付する事項
� 調達をする物品等の名称及び数量
ア 除雪トラック（１０ｔ専用６×６） １台
（交換契約により除雪トラック（１０ｔ専用６×６）１台を契約の相手方に供し、除
雪トラック１台を当該契約の相手方から調達する。）
イ ロータリー除雪車（１．３�／７００ｔ） １台
ア及びイについては、それぞれの入札とする。

� 調達をする物品等の仕様等 入札説明書による。
� 納 入 期 限 平成２４年３月２６日
 納 入 場 所 入札説明書による。
２ 入札に参加する者に必要な資格

次のいずれにも該当すること。
� 平成２３年北海道告示第７号に規定する物品の購入の資格を有すること。
� 道が行う指名競争入札に関する指名を停止されていないこと。
� 暴力団関係事業者等であることにより、道が行う競争入札への参加を除外されていな
いこと。

 当該物品調達又はこれと同等の類似品等に係る相当数の納入実績等があることを証明
した者であること。

� 当該調達物品に関し、迅速なアフターサービス・メンテナンスの体制が整備されてい
ることを証明した者であること。

� 当該調達物品の製造者又は販売代理店であること。
３ 条件付一般競争入札参加資格の審査
� この入札は、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の５の２の規定によ
る条件付一般競争入札であるので、入札に参加しようとする者は、アからウまでに定め
るところにより、２のから�までに掲げる資格を有するかどうかの審査を申請しなけ
ればならない。
ア 申 請 の 時 期 平成２３年９月２７日から同年１０月１４日まで（日曜日、土曜日及

び国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定す
る休日を除く。）の毎日午前９時から午後５時まで

イ 申 請 の 方 法 申請書類の提出先の指示により作成した申請書類を提出しな
ければならない。

ウ 申請書類の提出先 郵便番号０４１－８５５４ 函館市美原４丁目６番１６号
北海道渡島総合振興局函館建設管理部建設行政室建設行政課

� 審査を行ったときは、審査結果を申請者に通知する。
４ 契約条項を示す場所
北海道渡島総合振興局函館建設管理部建設行政室建設行政課

５ 入札執行の場所及び日時
� 入 札 場 所 函館市美原４丁目６番１６号 北海道渡島合同庁舎３階東棟

ミーティングルーム（送付による場合は、郵便番号０４１－８５５４
函館市美原４丁目６番１６号 北海道渡島総合振興局函館建設管
理部建設行政室建設行政課）

� 入 札 日 時 平成２３年１１月７日 午後２時（送付による場合は、同月４日
までに必着）

� 開 札 場 所 �に同じ。
 開 札 日 時 �に同じ。
６ 入 札 保 証 金
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平成１６年北海道告示第４４８号の１の�及び�による。
７ 入札説明書の交付に関する事項
� 交 付 場 所 ４に同じ。
� 交 付 方 法 �の場所で交付する。

なお、郵送による交付を希望する場合は、Ａ４判用紙が入る
返信用封筒（宛先を明記したもの）及び重量１００グラムに見合
う郵便料金に相当する郵便切手又は国際返信切手券を添えて、
契約に関する事務を担当する組織に申し込むこと。

８ 落札者の決定方法及び契約書作成の要否
平成１６年北海道告示第４４８号の２の�のア及び３の�による。

９ 落札者と契約の締結を行わない場合
落札者が暴力団関係事業者等であることにより道が行う公共事業等から除外する措置を
講ずることとされた場合は、当該落札者とは契約の締結を行わない。

１０ そ の 他
平成１６年北海道告示第４４８号の４の�、、�から�まで及び�から�までによるほか、
次による。
契約に関する事務を担当する組織の名称及び所在地

� 名 称 北海道渡島総合振興局函館建設管理部建設行政室建設行政課
� 所 在 地 郵便番号０４１－８５５４ 函館市美原４丁目６番１６号

電話番号０１３８－４７－９６０８
１１ Summary

Ａ Nature and quantity of the products to be procured :

ａ Snow Removing Truck (10 tons class, 6×6) Quantity 1

ｂ Rotary Snow Remover (1.3 meters / 700 tons class) Quantity 1

Ｂ Bid tendering date and time : 2 : 00 P.M., November 7, 2011

(If mailed, bids must arrive no later than November 4, 2011)

Ｃ Contact : Constructional Administration Division, Office of Constructional Administration,

Hakodate Department of Public Works Management, Oshima General Subprefectual Bureau,

Hokkaido Government 16-gou, 6-ban, 4-chome, Mihara, Hakodate 041-8554 Japan

Phone : 0138-47-9608

北海道留萌振興局告示第６６号

次のとおり一般競争入札（以下「入札」という。）を実施する。
なお、この入札に係る調達は、１９９４年４月１５日マラケシュで作成された政府調達に関する
協定の適用を受ける。

平成２３年９月２７日
北海道留萌振興局長 竹 谷 千 里

１ 入札に付する事項
� 調達をする物品等の名称及び数量
ア ロータリ除雪車（２．２�／２，３００ｔ） １台
（交換契約によりロータリ除雪装置（１３ｔ汎用、カプラ）１台を契約の相手方に供
し、ロータリ除雪車１台を契約の相手方から調達する。）
イ 除雪ドーザ（１３ｔ級） １台
ア及びイについては、それぞれの入札とする。

� 調達をする物品等の仕様等 入札説明書による。
� 納 入 期 日 平成２４年３月２９日（木）
 納 入 場 所 入札説明書による。
２ 入札に参加する者に必要な資格
次のいずれにも該当すること。

� 平成２３年北海道告示第７号に規定する物品の購入の資格を有すること。
� 道が行う指名競争入札に関する指名を停止されていないこと。
� 暴力団関係事業者等であることにより、道が行う競争入札への参加を除外されていな
いこと。

 当該調達物品又はこれと同等の類似品等に係る相当数の納入実績等があることを証明
した者であること。

� 当該調達物品に関し、迅速なアフターサービス・メンテナンスの体制が整備されてい
ることを証明した者であること。

３ 条件付一般競争入札参加資格の審査
� この入札は、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の５の２の規定によ
る条件付一般競争入札であるので、入札に参加しようとする者は、アからウまでに定め
るところにより、２の及び�に掲げる資格を有するかどうかの審査を申請しなければ
ならない。
ア 申 請 の 時 期 平成２３年９月２７日（火）から同年１０月２４日（月）まで（日曜

日、土曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８
号）に規定する休日を除く。）の毎日午前９時から午後５時ま
で

イ 申 請 の 方 法 申請書類の提出先の指示により作成した申請書類を提出しな
ければならない。

ウ 申請書類の提出先 郵便番号０７７－８５８５ 留萌市住之江町２丁目１番２号
北海道留萌振興局留萌建設管理部建設行政室建設行政課
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� 審査を行ったときは、審査結果を申請者に通知する。
４ 契約条項を示す場所
北海道留萌振興局留萌建設管理部建設行政室建設行政課

５ 入札執行の場所及び日時
� 入 札 場 所 留萌市住之江町２丁目１番２号 北海道留萌合同庁舎３階入

札室（送付による場合は、郵便番号０７７－８５８５ 留萌市住之江
町２丁目１番２号 北海道留萌振興局留萌建設管理部建設行政
室建設行政課）

� 入 札 日 時 平成２３年１１月７日（月）１３時３０分（送付による場合は、同月
４日（金）までに必着）

� 開 札 場 所 �に同じ。
 開 札 日 時 �に同じ。
６ 入 札 保 証 金
平成１６年北海道告示第４４８号の１の�による。

７ 入札説明書の交付に関する事項
� 交 付 場 所 ４に同じ。
� 交 付 方 法 �の場所で交付する。

なお、電子メール送信による交付を希望する場合は、契約に
関する事務を担当する組織に電子メール（アドレス：
rumoidoboku.somu1@pref.hokkaido.lg.jp）で申し込むこと。

８ 落札者の決定方法及び契約書作成の要否
平成１６年北海道告示第４４８号の２の�のア及び３の�による。

９ 落札者と契約の締結を行わない場合
落札者が暴力団関係事業者等であることにより道が行う公共事業等から除外する措置を
講じることとされた場合は、当該落札者とは契約の締結を行わない。

１０ そ の 他
平成１６年北海道告示第４４８号の４の�、�から�まで及び�から�までによるほか、次
による。
契約に関する事務を担当する組織の名称及び所在地

� 名 称 北海道留萌振興局留萌建設管理部建設行政室建設行政課
� 所 在 地 郵便番号０７７－８５８５ 留萌市住之江町２丁目１番２号

電話番号０１６４－４２－８３４２
１１ Summary

Ａ Nature and quantity of the products to be procured :

ａ Rotary Snow Remover (length 2.2 meters / 2,300 tons class) Quantity 1

ｂ Snow Removing Tire Dozer (13 tons class) Quantity 1

Ｂ Bid tendering date and time : 1 : 30 P.M., November 7, 2011

(If mailed, bids must arrive no later than November 4, 2011)

Ｃ Contact : Constructional Administration Division, Office of Constructional Administration

Rumoi Department of Public Works Management, Rumoi Subprefectural Bureau, Hokkaido

Government, 1-2 2-chome, Suminoe-cho, Rumoi 077-8585 Japan

Phone : 0164-42-8342
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